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意見書の提出について 

 
国会議員定数のあり方における慎重な議論を求める意見書（案） 

を議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく提案します。 



（意見書案第 １３ 号） 

 

国会議員定数のあり方における慎重な議論を求める意見書（案） 

 

高市政権は、政権与党間の合意を基に、短期間のうちに衆議院議員定数を削

減しようとしている。 

国会議員は主権者・国民の代表であり、国民の意見を国会に反映させること

を使命としている。国会議員定数のあり方は、選挙制度の根幹をなし、国民の

参政権と直結する問題であるから、国民的な議論こそが不可欠である。だから

こそ衆議院では、与野党各党の参加で衆議院選挙制度に関する協議会を設置し、

議論が重ねられてきた。それを無視することはあってはならない。 

言論の府たる立法府には少数意見の尊重と多様性の確保が求められるところ

であるが、定数削減を行えば地方の声もより届きにくくなる。そもそも日本の

人口当たり議員数はＯＥＣＤ諸国でも下から３番目と少ない。ますます複雑化

する社会において、山積する国政課題の解決に取り組む議員が何人必要である

かは、幅広い角度から議論されるべきである。 

よって長岡京市議会は、議会制民主主義と国民の利益を擁護する立場から、

国会議員定数のあり方においては慎重な議論を行うよう求めるものである。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
令和７年１２月１９日 

 
京都府長岡京市議会 

 
宛先 衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣    


